
地方交付税法等の一部を改正する法律の概要 
（平成２７年法律第３号） 

  

 

区分 平成２７年度 平成２６年度 増減額 

一般財源 
   （地方税＋地方交付税等） 

６１兆５，４８５億円 ６０兆３，５７７億円 ＋１兆１，９０８億円 

 うち地方交付税 １６兆７，５４８億円 １６兆８，８５５億円 ▲１，３０７億円 

   臨時財政対策債 ４兆５，２５０億円 ５兆５，９５２億円 ▲１兆  ７０２億円 

施行期日  平成２７年４月１日 

  

  

 Ⅰ 一般財源総額の確保と地方交付税の算定内容の改正等（通常収支分） 

（１） 地方交付税等の一般財源総額について、地方創生のための財源等を上乗せ
して、平成26年度の水準から１．２兆円増額。その上で臨時財政対策債の発行を
大幅に抑制 

・ 平成27年度の普通交付税の算定の基礎となる単位費用の額等を改正 

（３） 地方創生に取り組むための経費を地方財政計画に１．０兆円計上したことに
伴い、当該経費を算定するため、「地域の元気創造事業費」（H26創設）に加
えて、当分の間の措置として「人口減少等特別対策事業費」を創設 

復旧・復興事業の地方負担分、地方税の減収分等を全額措置するため、震災
復興特別交付税を５，８９８億円確保 

（５） 普通交付税の算定内容の改正 

 Ⅱ 震災復興特別交付税の確保（東日本大震災分） 

  

  

 Ⅲ その他 

公営競技納付金制度（※）を平成３２年度まで延長 

（２） 地方交付税原資の安定性の向上・充実を図るため、地方交付税率を見直し 
対象税目 平成２７年度 平成２６年度 

所得税 ３３．１％ ３２％ 

法人税 ３３．１％ ３４％ 

酒税 ５０％ ３２％ 

たばこ税 （対象税目から除外） ２５％ 

所得税 法人税 消費税 酒税 たばこ税 地方法人税 

現行 ３２％ ３４％ ２２．３％ ３２％ ２５％ １００％ 

改正後 ３３．１％ ３３．１％ ２２．３％ ５０％ － １００％ 

（４） 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用 

・ 公庫債権金利変動準備金（３，０００億円）を交付税特別会計へ繰り入れる特例を創設 

（※）公営競技施行団体が、地方公共団体金融機構に対し、収益の一部を地方公共団体向け貸付金の 
金利を引き下げる資金として納付する制度 


